
令和７年度三戸町商工業パワーアップ事業費補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１  町内の事業者又は団体が、町商工業のより一層の活性化を図ることを目的に実施

する事業に要する経費について、令和７年度予算の範囲内において、三戸町商工業パ

ワーアップ事業費補助金を交付するものとし、その交付については、三戸町補助金等

の交付に関する規則（昭和５２年三戸町規則第７号。以下「規則」という。）に定め

るもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（補助対象者） 

第２ 補助金の交付対象事業者は、三戸町内に事業所を有する事業者又は団体で、町

県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、法人町民税を滞納していない

者とする。 

 

 （補助事業、補助対象経費及び補助金の額） 

第３ 補助事業、補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及

び補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、別表の「店舗改修事業」（同一と認

められる事業を含む。）は、同一の者が同一の所在地において１回に限り利用できる

ものとする。 

 

 （補助金の交付の申請） 

第４  補助金の交付を受けようとするときは、規則第３条に定めるところにより、補助

金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。 

⑴ 事業計画書（様式第２号） 

 ⑵ 収支予算書（様式第３号） 

 ⑶ 収支予算額が確認できる見積書等 

 ⑷ 第２条に規定する税に係る納税証明書（本社機能を有する事業所の所在地が町外

の場合にあっては、当該事業所の存する所在地の納税証明書又はその写し）又は当

町の町税の納付状況を公簿等により確認することに同意する文書（様式第４号） 

⑸ その他町長が必要と認める書類 

 

（補助金の交付の決定（却下）の通知） 

第５ 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、当該審査結果に

ついて、規則第４条に定めるところにより、申請者に通知するものとする。 

 

 （事業内容の変更申請等） 

第６  第３の規定により提出された補助金交付申請書の内容を変更しようとするとき又

は補助事業を廃止しようとするときは、補助対象経費の２０％以内の増減を除き、規

則第７条に定めるところにより、事業変更（廃止）申請書（様式第５号）を町長に提

出し、その承認を受けなければならない。 



 （実績報告） 

第７  補助事業が完了したときは、その日から３０日を経過した日又は令和８年４月２

０日のいずれか早い日までに、規則第９条に定めるところにより、補助事業実績報告

書（様式第６号）に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。 

 ⑴ 事業費精算書（様式第７号） 

 ⑵ 事業実績効果報告書（様式第８号） 

 ⑶ 支出済額が確認できる領収書等 

 ⑷ 事業完了が確認できる写真等 

 ⑸ その他町長が必要と認める書類 

 

（補助金の額の確定） 

第８ 町長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適

当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第１０条に定めるところ

により、補助事業者に通知するものとする。 

 

 （補助金の交付） 

第９ 補助金は、規則第１０条の規定により、交付すべき補助金の額が確定された後に

交付するものとする。ただし、事業完了前に補助金の全部又は一部を概算払いするこ

とができるものとする。 

 

（補助金の請求） 

第 10 規則第１２条の規定により補助金の請求しようとするときは、補助金請求書（様

式第９号）を町長に提出して行うものとする。 

２ 第９の規定により補助金の概算払いを受けようとするときは、補助金概算払請求書

（様式第１０号）を町長に提出しなければならない。 

 

（補助金の支払い） 

第 11 町長は、前条の規定による請求書を受理した場合は、３０日以内に補助金を交付

するものとする。 

 

 （書類等の保管） 

第 12 事業に係る経費の収支その他事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿等

を備え付け、補助対象事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存するも

のとする。 

 

 （交付決定及び交付額の確定の取消し） 

第 13 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、規則

第４条による交付決定及び第１０条による交付額の確定を取り消すことができる。 

 ⑴ 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定及び交付額の確定を受けたとき。 

 ⑵ この要綱に違反する事実があったとき。 



 （補助金の返還） 

第 14 町長は、前条の規定により、補助金の交付決定及び交付額の確定を取り消したと

きは、その旨を当該補助事業者に対し書面により速やかに通知するものとし、すでに

補助事業者に対して補助金を交付しているときは、期限を定めてその全額の返還を命

じるものとする。 

 

 （取得財産等の処分の制限） 

第 15 規則第１７条の規定により、処分の制限を受ける財産は、取得価格が５０万円以

上の機械、器具等とする。 

２ 規則第１７条の規定により、財産の処分の制限を受ける期間は、減価償却資産の耐

用年数に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数に相当する期

間とする。 

 

 （その他） 

第 16  この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。 

 

    附 則 

  この要綱は、令和７年４月１日から施行する。



別表（第３関係） 

補助対象事業 補助金額の上限 補助金の額 補助対象経費 ※ 申請回数 

販路拡大事業 

（青森県外にお

ける地場産品等

のＰＲ販売によ

る販路拡大を目

的とする事業） 
200千円 

補助対象経費に補助

率５分の４を乗じて

得た額以内の額（千

円未満切り捨て） 

イベントへの出展等に

要する旅費、運搬料、出

展料、販売促進費（チラ

シ・ポスター・ノベルテ

ィ・試食等）等の経費 

 

１事業者あたり、

同年度内で補助

金額の上限に達

するまでとする。 

ただし、町が主催

又は主体となっ

て参加する当該

事業にあっては、

その限りではな

い。 

店舗改修事業 

（店舗の改修（店

舗専用部分に限

る。）による誘客

の促進等を目的

とする事業） 

300千円 

補助対象経費に補助

率５分の４を乗じて

得た額以内の額（千

円未満切り捨て） 

施工業者に発注する工事

を伴う改修等に要する経

費。ただし、トイレの新

設に係る経費は除く。 

令和３年度以降

で１事業者あた

り、１回に限る。 

「11ぴきのねこ」 

活用事業 

（「11 ぴきのねこ」

の活用による誘

客の促進を目的

とする事業） 

30千円 

補助対象経費に補助

率５分の４を乗じて

得た額以内の額（千

円未満切り捨て） 

「11 ぴきのねこ」の店頭幕

の設置 

１事業者あたり、

同年度内で補助

金額の上限に達

するまでとする。 

特産品開発事業 

（ふるさと納税

返礼品や国史跡

三戸城跡に関す

るお土産品開発

等の特産品開発

又は改良による

地場産業振興を

目的とする事業） 

300千円 

補助対象経費に補助

率５分の４を乗じて

得た額以内の額（千

円未満切り捨て） 

試作品の作成に係る材

料、版、機械・機材の借

用若しくは購入、委託製

造等にかかる経費又は商

品開発若しくは販売促進

用品に係るデザイン、パ

ッケージ等に要する経費 

 

１事業者あたり、

同年度内で補助

金額の上限に達

するまでとする。 

※ 次に掲げる経費を除く。 

⑴ 事業主体の構成員に対する人件費 

⑵ 事業主体の構成員に対する食糧費 

⑶ 他の補助金又は助成金の交付を受ける場合、その対象となった経費 

⑷ 開業から３年未満の店舗の改修経費 

⑸ その他事業に必要と認められない経費 


